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ヂ
湾
漢
墓
簡
膿
の
一
号

1
六
号
木
績
は
、
前
漢
末
の
地
方
行
政
の
実
態
を

記
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
中
で
も
二
て
四
号
木
膿
は
、
県
に
お
け

る
地
方
行
政
を
担
っ
た
長
吏
の
昇
進
経
路
を
記
し
た
も
の
で
、
漢
代
官
僚
制

の
性
格
を
考
え
る
上
で
重
要
な
史
料
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
二
枚

の
木
閣
は
、
出
土
状
態
が
悪
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
で
は
十
分
に
そ

の
記
載
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
前
に
、
他
の
戸
湾
漢

墓
簡
績
を
も
利
用
し
て
、
そ
の
内
容
の
復
元
を
試
み
た
。
本
稿
は
、
そ
れ
に

続
い
て
、
三
・
四
号
木
績
を
は
じ
め
と
す
る
当
該
地
方
行
政
関
係
木
閣
の
作

成
年
代
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
三
・
四
号

lま

め

じ

一
九
九
三
年
に
発
掘
さ
れ
た
ヂ
湾
護
墓
群
及
び
そ
の
六
号
墓
を
中
心
に
出
土
し

た
簡
贋
群
に
関
す
る
正
式
な
報
告
書
が
、
一
九
九
七
年
九
月
に
『
戸
湾
漢
墓
簡
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木
膿
か
ら
そ
の
手
が
か
り
を
提
示
し
、
さ
ら
に
「
元
延
二
年
(
前
一
一
)
日

記
」
と
題
さ
れ
る
竹
簡
群
及
び
五
号
木
清
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿

及
び
前
稿
の
分
析
結
果
に
よ
っ
て
、
ヂ
湾
漢
墓
簡
膿
中
の
地
方
行
政
関
係
木

贋
は
、
前
漢
成
帝
末
の
一
元
延
二
年
前
後
の
実
態
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

ヰ
ア
湾
漢
墓
簡
騰
、
二
了
四
号
木
捜
、
長
吏
、
墓
主
の
功
曹
就

任
、
前
漢
成
帝
期

膚
』
と
題
し
て
出
版
さ
れ
た
(
以
下
『
報
告
書
』
と
略
称
)
。
こ
の
結
果
、
前
に
公

表
さ
れ
た
『
文
物
』
一
九
九
六
年
八
期
掲
載
の
釈
文
(
以
下
「
釈
文
選
」
と
略
称
)

で
は
不
十
分
だ
っ
た
、
簡
績
の
記
載
内
容
の
全
貌
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

さ
て
『
報
告
書
』
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
内
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
簡
閣
の
う
ち
、
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筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
三
号
・
四
号
の
編
号
を
持
つ
二
枚
の
木
閣
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
、
東
海
郡
管
轄
下
の
県
・
邑
・
侯
国
・
塩
官
・
鉄
官
に
配
属
さ
れ
た
中
央

派
遣
に
か
か
る
一
四
五
名
の
長
吏
に
つ
い
て
、
そ
の
現
職
ば
か
り
で
は
な
く
、
出

身
郡
県
・
前
職
・
転
任
理
由
を
も
含
め
て
記
さ
れ
て
い
る
(
但
し
そ
こ
に
は
、
後

に
述
べ
る
よ
う
に
空
欄
に
な
っ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
)
。
従
っ
て
こ
れ
を
分
析
す

れ
ば
、
厳
耕
望
氏
ら
に
よ
っ
て
追
究
さ
れ
て
き
た
県
の
長
吏
の
任
用
経
路
に
つ
い

て
の
新
た
な
一
面
が
判
明
す
る
だ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
漢
代
官
僚
制
に
関
す
る
諸
制

度
の
特
色
の
一
端
が
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
芦
湾
漢
墓
簡
横
二
了
四
号
木
墳
は
、
漢
代
官
僚
制
を
検
討
す
る
上

で
重
要
な
史
料
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
出
土
状
態
が
悪
い
こ
と
に
よ
っ

て
『
報
告
書
』
釈
文
で
も
判
読
で
き
て
い
な
い
部
分
が
目
立
つ
。
そ
こ
で
筆
者
は
、

こ
の
二
枚
の
木
膿
を
有
効
に
利
用
す
る
た
め
、
前
に
そ
こ
に
見
え
る
書
式
及
び
他

の
木
膿
の
関
連
記
事
か
ら
、
こ
の
二
枚
の
木
慣
の
記
載
内
容
の
復
元
を
試
み
た
。

そ
こ
で
は
、
以
下
の
こ
と
を
指
摘
し
た
。
第
一
に
三
・
四
号
木
摘
は
、
ま
ず
県

(
国
]
を
含
む
)
・
侯
国
・
塩
官
・
鉄
官
・
侯
家
丞
に
区
分
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の

中
を
長
官
の
官
秩
順
に
並
べ
て
各
長
吏
に
関
す
る
情
報
を
記
す
と
い
う
原
則
で
記

載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
原
則
は
二
号
木
捜
及
び
五
号
木
晴
正
面
に
も
見
ら
れ
る
漢

代
に
お
け
る
文
書
整
理
の
一
形
式
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
三
・
四
号
木
摘
は
、

五
号
木
膚
正
面
(
以
下
、
五
号
木
贋
と
の
み
記
す
)
と
密
接
な
関
連
性
が
あ
り
、
し

か
も
記
載
内
容
か
ら
五
号
木
績
の
方
が
後
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
第
三
に
、
以
上
の
よ
う
に
相
互
に
関
連
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
二
了
四
号
木

摘
も
、
他
の
地
方
行
政
関
係
の
木
膿
と
同
様
に
、
こ
の
木
膿
作
成
当
時
の
地
方
行

政
の
実
態
を
反
映
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
永
始
四
年
(
前
二
二
)
の
紀
年
を
持
つ
六
号
木
績
を
除
く
と
、

Eコ
可

ー
五
号
の
地
方
行
政
関
係
の
木
贋
に
は
年
号
が
記
さ
れ
ず
、
い
つ
作
成
さ
れ
た
か

正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
コ
一
・
四
号
木
績
に
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
そ

の
作
成
の
上
限
を
推
測
で
き
る
「
山
陽
亡
徒
」
に
関
す
る
記
事
が
あ
り
、
従
来
か

ら
六
号
木
贋
の
紀
年
と
合
わ
せ
て
、
そ
の
作
成
年
代
を
永
始
四
年
な
い
し
や
や
後

と
考
え
て
き
た
。
し
か
し
筆
者
は
、
二
了
四
号
木
閣
の
復
元
過
程
で
、
も
う
少
し

厳
密
に
そ
の
作
成
時
期
を
推
測
す
る
手
が
か
り
を
得
た
。
本
来
な
ら
ば
こ
の
点
に

つ
い
て
も
、
復
元
作
業
の
一
環
と
し
て
述
べ
る
予
定
だ
っ
た
が
、
紙
幅
の
関
係
で

で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
、
三
一
・
四
号
木
膿
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

密
接
な
関
連
性
を
持
つ
五
号
木
摘
、
及
び
戸
湾
漢
墓
簡
閣
の
ほ
と
ん
ど
が
埋
葬
さ

れ
て
い
た
六
号
墓
の
墓
主
に
関
す
る
経
歴
の
一
部
が
判
明
す
る
「
元
延
二
年
(
前

一
一
)
日
記
」
と
題
さ
れ
る
一
連
の
竹
簡
群
を
も
利
用
し
て
、
三
・
四
号
木
閣
の

作
成
時
期
と
そ
の
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
作
業
を
行
え
ば
、
他

の
地
方
行
政
関
係
の
木
贋
の
作
成
時
期
、
及
び
ほ
と
ん
ど
の
簡
績
が
埋
葬
さ
れ
て

い
た
六
号
墓
の
墓
主
の
埋
葬
時
期
も
、
お
の
ず
か
ら
限
定
さ
れ
る
と
考
え
る
。

な
お
ヰ
ア
湾
漢
墓
簡
慣
の
う
ち
木
慣
に
つ
い
て
は
前
回
の
復
元
作
業
と
同
様
に
、

無
用
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
木
清
自
体
に
「
集
簿
」
の
標
題
を
持
つ
一
号
木
珊

な
ど
も
含
め
て
全
て
共
通
の
木
膿
番
号
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
つ
一
・
四
号

木
膿
と
五
号
木
績
に
つ
い
て
は
、
前
回
の
復
元
作
業
で
用
い
た
略
号
に
よ
っ
て
、

表
裏
・
段
数
・
行
数
を
表
す
こ
と
に
し
た
い
。
釈
文
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て

の
も
の
を
用
い
る
が
、
二
了
四
号
木
膿
に
つ
い
て
は
復
元
作
業
の
結

果
提
示
し
た
《
復
元
試
案
》
の
内
容
に
よ
る
こ
と
に
す
る
。

『
報
告
書
』



ニ
・
四
号
木
閣
の
作
成
時
期
推
測
の
前
提

三
一
・
四
号
木
摘
が
い
つ
作
成
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
推
測
す
る
手

が
か
り
が
こ
の
二
枚
の
木
膿
の
記
載
内
容
自
体
に
い
く
つ
か
あ
る
。

そ
の
第
一
は
、
現
職
へ
の
異
動
理
由
の
項
目
に
三
例
見
出
せ
る
「
山
陽
亡
徒
」

「
山
陽
賦
」

Q
W
I
-
-
ω
)
を
「
捕
格
」
し
た
と
い
う

記
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
以
前
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
永
始
三
年
(
前
一
四
)

(宮
l
H
1
4
・
ピ
ー
ωー
ロ
)
な
い
し

一
二
月
に
起
こ
っ
た
山
陽
郡
の
鉄
官
徒
・
蘇
令
ら
二
二
八
人
の
反
乱
(
『
漢
書
』
巻

一
O
成
帝
紀
)
に
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
確
認
で
き
る
史
料
か
ら

は
、
こ
れ
以
外
に
「
山
陽
亡
徒
」
に
関
連
す
る
よ
う
な
記
事
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
、

二
一
・
四
号
木
贋
に
記
さ
れ
る
三
名
の
長
吏
は
、
こ
の
反
乱
に
加
わ
っ
た
者
を
「
捕

格
」
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
東
海
郡
の
県
の
長
吏
に
昇
進
し
た
も
の
と
推
測
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
永
始
三
年
の
蘇
令
ら
の
反
乱
は
翌
年
に
は
鎮
圧
さ
れ
た
よ
う
だ
か

ら
(
『
漢
書
』
巻
二
七
五
行
志
上
)
、
こ
の
一
二
名
の
長
吏
の
人
事
は
早
け
れ
ば
、
永

始
四
年
(
前
二
二
)
中
に
行
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
有
ア
湾
漢
墓
簡
閣
に
は
「
武
庫

永
始
四
年
兵
車
器
集
簿
」
の
標
題
を
持
つ
六
号
木
摘
も
存
在
す
る
か
ら
、
二
一
・
四

号
木
贋
も
こ
の
年
に
作
成
さ
れ
る
必
然
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で

上
限
で
あ
り
、
必
ず
し
も
永
始
四
年
に
作
成
さ
れ
た
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
漢

代
の
官
僚
に
対
す
る
考
課
は
基
本
的
に
三
年
に
一
度
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
よ
う
に
、

特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
少
な
く
と
も
三
年
間
は
現
職
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
す
る
と
、
永
始
四
年
か
ら
三
年
経
た
元
延
一
二
年
(
前
一

O
)
が
一
応
の
三
・
四

号
木
贋
作
成
の
下
限
と
し
て
求
め
ら
れ
る
。
但
し
官
僚
は
、
確
実
に
三
年
に
一
度

異
動
す
る
と
は
限
ら
ず
、
同
一
部
署
に
長
期
に
と
ど
ま
る
可
能
性
も
あ
る
か
ら
、

文
学
部
論
集
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そ
の
下
限
は
さ
ら
に
下
が
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
一
克
延
三
年
を
一
応
の
下

限
と
す
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。

そ
こ
で
次
に
、
三
一
・
四
号
木
墳
の
作
成
時
期
を
推
測
で
き
る
第
二
の
手
が
か
り

を
提
示
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
二
枚
の
木
績
に
記
さ
れ
る
長
吏
の
出
身
郡

県
に
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
る
郡
県
は
、
ほ
と
ん
ど
が
『
漢
書
』
巻
二
八
地
理
志

(
以
下
、
地
理
志
と
略
称
)
で
確
認
で
き
る
が
、
中
に
地
理
志
の
表
記
と
一
致
し
な

い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
問
題
の
郡
県
は
、
「
広
陵
郡
」

(ω
」

F
H
H
N
)

・
「
定
陶
国
」

(ω
回
l
H
l
H
F

主
1
M
l
↓
)
・
「
信
都
郡
桃
侯
国
」

(ω
回
l
H
l
N
C
)

・
「
済
南
営
平
侯
国
」
(
品

」

F
I
N
-
E
)
の
四
つ
で
あ
る
。
ま
ず
広
陵
郡
は
地
理
志
で
は
広
陵
固
と
さ
れ
、
一
方

定
陶
国
は
地
理
志
で
は
済
陰
郡
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
信
都
郡
桃
侯
国
は
、
地
理

志
で
は
信
都
国
で
、
桃
が
一
般
県
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
営
平
侯
国
は
、
地
理

志
で
は
済
南
郡
に
見
え
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
三
一
・
四
号
木
績
の
誤
記
で
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

地
理
志
に
見
え
る
郡
・
王
国
及
び
県
・
侯
国
の
行
政
区
分
は
、
前
漢
末
の
平
帝

期
頃
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、

『
漢
書
』
巻
一
四
諸
侯
王
表
・
同
巻
一
五
王

子
侯
表
・
同
巻
一
八
外
戚
思
沢
侯
表
な
ど
を
見
る
と
、
前
漢
時
代
に
は
、
郡
か
ら

王
国
、
県
か
ら
侯
国
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
の
行
政
区
分
の
変
更
が
頻
繁
に
行
わ
れ
、

必
ず
し
も
地
理
志
の
通
り
に
は
な
っ
て
い
な
い
時
期
が
多
く
あ
る
。
従
っ
て
、

三
・
四
号
木
績
の
記
載
が
地
理
志
と
一
致
し
な
く
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
問
題

は
、
右
の
四
つ
の
状
態
に
な
る
の
が
い
つ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
確
認

す
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
二
了
四
号
木
贋
の
作
成
時
期
を
限
定
で
き
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
『
漢
書
』
諸
侯
王
表
な
ど
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
確
認
し
よ
う
。

ま
ず
広
陵
国
は
鴻
嘉
四
年
(
前
一
七
)
か
ら
一
元
延
二
年
(
前
一
一
)
ま
で
、
ま
た
信
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湾
漢
墓
簡
膿
の
基
礎
的
研
究

(
西
川
利
文
)

(
泣
)

都
国
も
陽
朔
二
年
(
前
一
二
二
)
か
ら
建
平
二
年
(
前
五
)
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
王
国
で
は

な
く
郡
だ
っ
た
。
一
方
済
陰
郡
は
、
河
平
四
年
(
前
二
五
)
か
ら
建
平
二
年
ま
で
定

陶
固
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
営
平
侯
国
は
、
本
始
元
年
(
前
七
二
一
)
か
ら
一
冗
延
三

年
ま
で
、
超
充
国
の
一
族
の
食
邑
と
し
て
済
南
郡
に
置
か
れ
て
い
た
。
以
上
の
四

つ
の
状
態
を
全
て
充
足
す
る
時
期
を
確
認
す
る
と
、
そ
れ
は
成
帝
の
鴻
嘉
四
年

(
前
一
七
)
か
ら
元
延
二
年
(
前
一

が
こ
の
六
年
間
に
作
成
さ
れ
と
考
え
れ
ば
、
右
の
四
つ
の
表
記
は
誤
記
で
は
な
く

一
)
ま
で
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
二
一
・
四
号
木
贋

な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
は
、
第
一
の
手
が
か
り
を
も
と
に
推
測
し
た
時
期
を
ほ
ぼ
包
括
し
、

し
か
も
年
代
が
全
て
裏
付
け
ら
れ
る
か
ら
第
一
の
手
が
か
り
よ
り
確
度
が
高
い
。

従
っ
て
、
た
と
え
第
一
の
手
が
か
り
が
不
十
分
だ
と
し
て
も
、
一
二
・
四
号
木
捜
の

作
成
時
期
が
、
成
帝
末
期
の
こ
の
六
年
間
に
入
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
三
一
・
四
号
木
墳
は
、
最
も
早
い
上
限
を
鴻
嘉
四
年
、
遅
い
上
限
を
永
始
四

年
と
し
、
下
限
を
元
延
二
年
と
す
る
時
期
に
、
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。そ

れ
で
は
、
こ
の
期
間
の
う
ち
の
ど
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
最

も
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

一
枚
の
木
膿
(
二
号
墓
出
土
)
を
除
く
全
て
の

簡
膿
が
埋
葬
さ
れ
て
い
た
、
六
号
墓
の
墓
主
の
経
歴
を
確
認
す
る
こ
と
で
絞
ら
れ

る
と
考
え
る
。

墓

主

の

経

歴

帯
ア
湾
漢
墓
六
号
墓
は
男
女
合
葬
墓
で
、

一
群
の
簡
摘
は
男
性
の
足
元
に
埋
葬
さ

れ
て
い
た
。
従
っ
て
こ
の
簡
捜
群
は
そ
の
男
性
の
墓
主
に
関
係
す
る
こ
と
は
間
違

四

そ
の
名
謁
な
ど
の
記
載
か
ら
こ
の
男
性
の
墓
主
は
、
姓
名
を
師
鏡
(
字

は
君
兄
)
と
い
い
、
郡
の
属
吏
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

、.
i
h

、
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ま
ず
、
墓
主
の
経
歴
を
名
謁
(
木
濃
)
で
確
認
し
よ
う
。
そ
こ
に
は
「
卒
史
」

(
一
四
号
)
、
「
功
曹
」
(
一
五
号

1
一
七
号
)
、
「
功
曹
史
」
(
二
二
号
・
二
三
号
)
、

「
主
吏
」

(
一
八
号
・
一
九
号
)
が
あ
る
。

こ
こ
に
見
え
る
職
名
の
う
ち
功
曹
と
功

曹
史
と
は
同
一
だ
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
「
主
吏
、
功
曹
世
」
(
『
史
記
』
巻
八
高
祖

本
紀
の
集
解
所
引
孟
康
注
)
と
あ
る
こ
と
か
=
り
す
れ
ば
、
主
吏
も
功
曹
を
指
す
と

考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
墓
主
は
郡
府
に
お
い
て
卒
史
と
功
曹
を
経
験
し
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。

さ
て
、
墓
主
が
名
謁
に
見
え
る
功
曹
に
就
任
し
た
時
期
は
、
『
報
告
書
』
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
内
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た

「
一
元
延
二
年
(
前

以

一
)
日
記
」

下
「
日
記
」

と
略
称
)
と
題
さ
れ
る
一
連
の
竹
簡
(
一

1
七
六
)
で
確
定
で
き
る
。

こ
の
竹
簡
群
は
、
仮
の
標
題
が
示
す
よ
う
に
「
元
延
二
年
L
'

の
紀
年
を
持
つ
簡
を

含
み
、
墓
主
の
こ
の
年
に
お
け
る
一
年
間
(
毎
日
)
の
行
動
記
録
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
書
式
は
、
ま
ず
一
年
を
大
小
各
六
か
月
に
分
け
、
各
簡
を
そ
の
月
に
対
応
す

る
よ
う
に
六
段
に
分
割
し
、
月
を
示
す
簡
に
は
大
小
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
月
を

記
し
、
日
付
を
一
不
す
簡
に
は
、
目
目
頭
に
や
や
大
き
め
の
字
で
日
付
を
表
す
「
第

ご

i
「
第
九
」
及
び
「
第
十
」
「
第
廿
」
「
第
世
」
の
番
号
を
付
け
た
上
で
、
各

月
の
そ
の
日
付
に
対
応
す
る
干
支
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
第
ご

1
「第

九
」
の
簡
は
、
上
中
下
の
ど
の
旬
日
に
当
た
る
か
直
ち
に
判
断
で
き
な
い
が
、
そ

こ
に
記
さ
れ
た
日
付
の
干
支
か
ら
『
報
告
書
』
の
よ
う
な
復
元
に
な
っ
た
の
だ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
、
一
応
『
報
告
書
』
の
復
元
に
従
っ
て
お
く
。

問
題
の
功
曹
就
任
の
記
事
は
、
寸
日
記
」
の
簡
番
号
六
四
の
五
段
目
に
「
訂
署



功
曹
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
元
延
二
年
の
い
つ
に
当
た
る
か
を
『
報
告
書
』
の
復
元

一
O
月
一
九
日
に
な
る
。
「
日
記
」
に
は
そ
の
他
に

簡
番
号
二
五
の
四
段
目
に
「
榊
タ
署
法
曹
」
、
ま
た
簡
番
号
七
二
の
四
段
目
に
「
町

旦
謁
署
口
曹
書
佐
」
と
い
う
墓
主
の
経
歴
に
関
す
る
記
事
が
見
え
、
こ
れ
を
右
と

に
基
づ
い
て
確
か
め
る
と
、

同
様
に
日
付
を
確
認
す
る
と
、
前
者
は
七
月
一
五
日
、
後
者
は
八
月
二
八
日
に
な

る
。
こ
の
結
果
、
一
冗
延
二
年
に
お
い
て
墓
主
は
、
七
月
か
ら
一

O
月
の
三
か
月
弱

(泊〕

の
聞
に
法
曹
↓
口
曹
書
佐
↓
功
曹
と
遷
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
三
か
月
と

(
却
)

い
う
短
期
間
に
お
け
る
頻
繁
な
異
動
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
墓
主
の
異
動
過

程
で
功
曹
へ
の
就
任
が
最
後
に
き
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

功
曹
は
、
主
簿
と
と
も
に
「
郡
之
極
位
」
(
『
後
漢
書
』
伝
三
五
張
酪
伝
注
所
引

『
漢
官
儀
』
)
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
郡
の
属
吏
の
中
で
も
最
終
的
に
就
任
す
る
職

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
「
日
記
」
の
記
載
を
見
る
と
、

一
二
月
ま
で
「
宿
舎
」

な
ど
公
務
に
従
事
し
た
形
跡
が
あ
る
か
ら
、
翌
年
の
元
延
三
一
年
(
前
一

O
年
)
も
功

曹
だ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
前
に
見
た
墓
主
の
名
謁
の
地
位

が
ほ
と
ん
ど
功
曹
と
な
っ
て
い
た
理
由
も
説
明
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す

な
わ
ち
墓
主
の
師
韓
は
、
元
延
二
年
に
功
曹
に
就
任
し
て
か
ら
は
地
位
が
変
わ
る

こ
と
な
く
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
埋
葬
さ
れ
た
名
謁
の
ほ
と
ん
ど
が

功
曹
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
卒
年
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
正
確
に

は
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
以
前
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

元
延
三
年
(
前

O
年
)
五
月
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
暦
(
一
一
号
木
贋
)
が
埋
葬
さ
れ
て
い
た
か
ら
、

卒
年
は
そ
れ
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
以
上
そ
の
下
限
を
知
る
手
が
か
り

は
な
い
が
、
墓
主
が
功
曹
の
ま
ま
で
亡
く
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
卒
年
は
功
曹

就
任
後
数
年
以
内
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

文
学
部
論
集

第
八
十
三
号
(
一
九
九
九
年
三
月
)

一
方
、
法
曹
に
就
任
す
る
七
月
以
前
の
一
冗
延
二
年
に
お
け
る
墓
主
の
行
動
を

「
日
記
」

で
確
認
す
る
と
、

こ
こ
に
も
正
月
か
ら
公
務
に
従
事
し
て
い
た
形
跡
が

あ
る
。
従
っ
て
、
法
曹
就
任
以
前
か
ら
何
ら
か
の
郡
の
属
吏
の
地
位
あ
り
、
前
年

の
元
延
元
年
か
ら
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
元
延
元
年

の
前
年
は
、
六
号
木
膿
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
永
始
四
年
に
当
た
る
か
ら
、

そ
の
地
位
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
永
始
四
年
か
ら
墓
主
が
「
日
記
」
に
見
え
る

以
外
の
郡
の
属
更
だ
っ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か

ら
墓
主
は
、
少
な
く
と
も
永
始
四
年
か
ら
元
延
三
一
年
ま
で
郡
の
属
吏
を
勤
め
、
元

延
二
年
一

O
月
以
降
は
功
曹
に
在
職
し
、
そ
の
地
位
の
ま
ま
亡
く
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
よ
う
。

三
・
四
号
木
閣
の
作
成
時
期
及
び
性
格

さ
て
右
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
名
謁
に
功
曹
関
連
の
も
の
が
多
い
の
は
墓
主
が

功
曹
の
地
位
の
ま
ま
亡
く
な
っ
た
か
ら
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
簡
贋
の
多
く
、

中
で
も
永
始
四
年
の
紀
年
を
持
つ
六
号
木
摘
を
除
く
地
方
行
政
関
係
の
一
号

i
五

号
木
膿
も
、
墓
主
の
功
曹
在
職
中
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
の
で
は

(M) 

な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
二
了
四
号
木
閣
の
作
成
時
期
は
、
こ
れ
ま
で
に
推
測

し
た
期
間
の
中
で
も
下
限
に
当
た
る
元
延
二
年
(
前

一
)
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
三
・
四
号
木
摘
が
墓
主
の
功
曹
就
任
後
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
る
場
合
、

一
つ
だ
け
不
都
合
な
史
料
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
漢
書
』
成
帝
紀
の
元
延
二
年
の

条
に
「
夏
四
月
、
広
陵
孝
王
子
守
を
立
て
て
王
と
為
す
」
と
あ
っ
て
、
広
陵
の
郡

か
ら
王
国
へ
の
変
更
が
墓
主
の
功
曹
就
任
(
一

O
月
)
以
前
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
問
題
が
あ
る
が
、
墓
主
が
三
・
四
号

五
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木
慣
を
作
成
す
る
際
に
基
づ
い
た
情
報
が
一
元
延
二
年
四
月
以
前
の
も
の
だ
っ
た
と

考
え
れ
ば
、
こ
れ
が
説
明
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
三
・
四
号
木
贋
を
は
じ
め
と

す
る
地
方
行
政
関
係
の
ほ
と
ん
ど
の
木
績
は
、
二
了
四
号
木
膚
作
成
の
下
限
と
考

え
ら
れ
る
元
延
二
年
一

O
月
、
す
な
わ
ち
墓
主
の
功
曹
就
任
以
降
に
作
成
さ
れ
た

と
考
え
て
お
き
た
い
。

そ
れ
で
は
三
・
四
号
木
閣
は
ど
の
よ
う
な
性
格
の
文
書
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
紙
屋
正
和
氏
が
「
中
央
が
任
命
し
た
長
吏
の
原
任
官
職
や
遷
任
の

理
由
を
郡
か
ら
中
央
に
報
告
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
提
示
し
て
、

こ
の
木
蘭
が
墓
主
の
「
個
人
的
控
え
」
だ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
(
二
四
頁
)
。

筆
者
も
紙
屋
氏
の
指
摘
の
通
り
だ
と
考
え
る
が
、
そ
も
そ
も
中
央
の
派
遣
に
か
か

る
長
吏
全
員
の
情
報
を
報
告
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
さ
ら

に
こ
こ
に
は
、
前
職
及
び
現
職
へ
の
異
動
理
由
は
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
現
職

へ
の
就
任
日
や
勤
務
状
況
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
こ
れ
が
長
吏
の
考
課
に

関
連
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
記
載
内
容
で
は
そ
の
目
的
を
充
足
で

き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
は
、
こ
の
木
績
は
考
課
と
は
関
係
が
な
く
、
二
号

木
慣
と
同
様
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

二
号
木
績
は
、
郡
府
や
都
尉
府
の
情
報
も
含
み
つ
つ
も
、
管
轄
下
の
県
の
長
吏

及
び
属
吏
の
構
成
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
以
前
に
こ
れ
を
一
種
の
マ
ニ
ュ
ア
ル

だ
と
考
え
た
が
、
筆
者
は
コ
一
・
四
号
木
績
が
、
こ
れ
を
補
完
す
る
も
の
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
す
な
わ
ち
、
二
号
木
慣
が
県
全
体
の
情
報
、
そ
し
て

コ
一
・
四
号
木
閣
が
そ
の
中
で
も
長
吏
に
関
す
る
情
報
を
記
し
て
、
墓
主
が
東
海
郡

管
轄
下
の
県
の
実
態
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ

の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
何
故
三
・
四
号
木
膿
が
特
に
長
吏
に
つ
い
て
の
情
報
を

ム
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記
し
た
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
は
、
五
号
木
績
の
よ
う
な
長
吏
の
動
向
を

把
握
す
る
必
要
か
ら
、
東
海
郡
管
轄
下
全
県
の
現
任
長
吏
の
情
報
を
収
集
し
た
も

の
と
考
え
た
い
。
そ
こ
で
次
に
、
一
二
・
四
号
木
慣
と
五
号
木
臓
と
の
関
係
を
検
討

し
よ
う
。

四

三
・
四
号
木
閣
と
五
号
木
閣
と
の
関
係

〆'、、

一、--"

両
種
木
閣
の
作
成
間
隔
推
測
の
前
提

以
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
五
号
木
珊
の
「
融
(
死
・
免
)
」
の
項
目
に
三
・
四
号

木
膿
と
一
致
す
る
長
吏
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
三
一
・
四
号
木
膿
の
方
が
五
号
木

膿
よ
り
も
以
前
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、
三
・
四
号
木
膿

が
墓
主
が
功
曹
に
就
任
し
た
一
五
延
二
年
一

O
月
以
降
に
作
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

五
号
木
贋
は
そ
れ
よ
り
後
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ

の
作
成
間
隔
を
考
え
る
手
が
か
り
を
提
示
し
て
お
こ
う
。

最
初
の
手
が
か
り
は
、
両
種
木
績
の
作
成
時
期
に
時
間
差
が
あ
る
こ
と
の
根
拠

と
な
る
、
両
種
木
繍
聞
に
三
箇
所
見
え
る
長
吏
の
姓
名
の
不
一
致
例
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
欠
員
状
態
を
表
す
「
死
」
あ
る
い
は
「
未
到
官
」
に
限
ら
れ
て

お
り
、
両
種
木
摺
の
作
成
時
期
に
あ
る
程
度
の
間
隔
を
想
定
す
れ
ば
矛
盾
な
く
解

決
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
三
例
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

第
一
は
、
五
号
木
閣
の

「死」

の
項
目
で
「
醇
鍾
」

(
Eー

ω
l
H
H
)
と
記
さ
れ
る

鉄
官
丞
が
、

一
・
四
号
木
膿
で
は

「
襲
武
」
(
主
I
H
-
-
∞
)
と
な
っ
て
い
る
例
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
は
、
三
・
四
号
木
晴
作
成
段
階
で
襲
武
だ
っ
た
鉄
官
丞
が
、
そ
れ

以
降
の
人
事
異
動
に
よ
っ
て
醇
揮
に
交
代
し
、
醇
揮
の
死
亡
後
に
五
号
木
績
が
作

成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
鉄
官
丞
に
つ
い
て
は
、
コ
一
・
四
号
木
贋
作



成
か
ら
五
号
木
臆
作
成
ま
で
の
聞
に
、
少
な
く
と
も
一
度
は
人
事
異
動
が
行
わ
れ

た
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
五
号
木
慣
の
「
未
到
官
」
の
項
目
に
見
え
る
陰
平
(
侯
国
)
丞
の
「
成

功
禁
」
(
宮
品
由
)
と
新
陽
(
侯
国
)
丞
の
「
上
官
由
」
(
宮
品
∞
)
の
例
で
あ
る
。
こ

の
二
例
は
、

て
四
号
木
臆
で
は
そ
れ
ぞ
れ

「
荘
敵
」

(ω
回
l
ω
l
巴
・
「
王
相
」
(
品

〉

I
H
-
-
c
)
と
記
さ
れ
る
。
未
到
官
と
は
人
事
異
動
の
後
に
後
任
者
が
何
ら
か
の
理

由
で
着
任
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
五
号
木
績
が
三
・
四
号
木
膿
よ

り
も
後
に
作
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
不
一
致
は
当
然
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
こ
か
ら
推
測
で
き
る
の
は
、
三
・
四
号
木
清
作
成
時
の
陰
平
侯
国
丞
と

新
陽
侯
国
丞
が
、
そ
の
後
の
人
事
異
動
で
そ
れ
ぞ
れ
成
功
禁
と
上
官
由
に
交
替
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
号
木
膚
作
成
時
に
は
そ
の
後
任
者
が
着
任
し
て
い
な
い

と
い
う
事
態
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
二
つ
の
侯
国
丞
に
つ
い
て
も
、
三
・
四

号
木
慣
作
成
と
五
号
木
贋
作
成
の
聞
に
一
度
は
人
事
異
動
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
未
到
官
が
後
任
長
吏
の
未
着
任
で
あ
れ
ば
、
五
号
木
績
の
「
未
到

官
」
の
項
目
に
挙
げ
ら
れ
る
長
吏
は
コ
一
・
四
号
木
贋
に
見
え
る
長
吏
と
全
て
一
致

し
な
い
は
ず
だ
が
、
実
際
は
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
右
に
挙
げ
た
二

例
以
外
で
五
号
木
膿
の
「
未
到
官
」
の
項
目
に
見
え
る
況
其
巴
丞
(
包
品

ω)
・
蘭

旗
(
侯
国
)
左
尉
(
宮
品
品
)
・
蘭
旗
(
侯
国
)
右
尉
(
官
品
目
)
・
建
郷
(
侯
国
)
丞
(
宮
l

ι
↓
)
を
、
二
一
・
四
号
木
閣
の
該
当
す
る
筒
所
(ω
〉

ω

P

ω

∞l
N

P

U
∞l
M
H
O
-

主

同

1
8
と
対
照
す
る
と
、
『
報
告
書
』
掲
載
の
写
真
で
は
、

そ
の
部
分
が
明
ら
か
に

空
欄
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
筆
者
が
作
成
し
た
《
復
元
試
案
》
で
も
そ
こ
を

空
欄
に
し
た
。
問
題
は
、
こ
の
空
欄
が
何
を
意
味
す
る
か
で
あ
る
。

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
右
の
よ
う
に
五
号
木
摘
の
「
未
到
官
」
と
二
了
四
号

文
学
部
論
集

第
八
十
三
号
(
一
九
九
九
年
三
月
)

木
閣
の
空
欄
が
対
応
す
る
こ
と
か
ら
、
二
了
四
号
木
閣
作
成
時
点
で
す
で
に
未
到

官
に
な
っ
て
い
た
者
が
、
五
号
木
膿
作
成
時
点
で
も
同
様
の
状
態
に
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
直
ち
に
こ
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
は
危
険
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
五
号
木
閣
に
は
、
長
吏
の
死
亡
あ
る
い
は
免
官
に
よ
る
欠
員
を
意
味
す
る

「映」

の
項
目
も
あ
る
。

こ
れ
を
考
慮
す
れ
ば
、

二
了
四
号
木
贋
作
成
時
点
で
死

亡
あ
る
い
は
免
官
に
よ
っ
て
欠
員
に
な
っ
て
い
た
長
吏
が
、
そ
の
後
の
人
事
に

よ
っ
て
補
充
さ
れ
、
そ
れ
が
五
号
木
繍
作
成
時
点
で
未
到
官
に
な
っ
て
い
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
三
・
四
号
木
墳
の
空
欄
は
、
そ
の
作
成
当
時
に
お
け
る
未

到
官
及
び
死
亡
・
免
官
に
伴
う
長
吏
の
欠
員
を
表
す
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
右
の
四
つ
の
長
吏
に
つ
い
て
も
、
人
事
異
動
が
行
わ
れ

た
可
能
性
が
出
て
く
る
。

さ
て
今
は
五
号
木
閣
の
「
未
到
官
」
と
の
関
連
で
二
了
四
号
木
閣
の
空
欄
を
考

え
た
が
、
実
は
そ
こ
に
見
え
る
空
欄
は
、
五
号
木
閣
で
「
未
到
官
」
と
さ
れ
る
長

吏
の
箇
所
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
写
真
で
こ
れ
を
確
認
す
る
と
、
ま
ず
郷
丞

に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
(ω
〉
l
H
l
N
)
、
そ
し
て
海
西
丞
(ω
〉
l
H
l
H
H
)

・
利

成
長
(
宮

ω
巴
)
・
武
陽
侯
家
丞
(
会
I
N
-
-
∞
)
の
部
分
も
明
ら
か
空
欄
に
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
五
号
木
績
の
「
未
到
官
」
の
項
目
に
は
姓
名

の
項
目
、
海
西
丞
(
E
H
N
)
が

が
見
え
ず
、

し
か
も
郊
丞
(
官

ω
日)が

「死」
五
号
木
摘
の
他
の
項
目
に
そ
の
姓
名
が

見
え
る
。
従
っ
て
こ
の
二
つ
は
、
二
一
・
四
号
木
膿
作
成
後
に
欠
員
補
充
か
未
到
官

長
吏
の
着
任
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
五
号
木
贋
に
記
さ
れ
て
い

な
い
利
成
長
及
び
武
陽
侯
家
丞
も
、
こ
れ
ら
と
同
様
の
事
態
を
想
定
す
る
こ
と
も

「
輸
銭
都
内
」

の
項
目
と
い
う
よ
う
に
、

可
能
だ
ろ
う
。

七



昔
ノ
湾
漢
墓
簡
閣
の
基
礎
的
研
究

(
西
川
利
文
)

以
上
に
よ
っ
て
三
一
・
四
号
木
順
作
成
時
か
ら
五
号
木
膿
作
成
時
の
間
に
起
こ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
状
況
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
鉄
官
丞
・

陰
平
侯
国
丞
・
新
陽
侯
国
丞
は
人
事
異
動
に
伴
う
長
吏
の
交
替
が
あ
り
、
鉄
官
丞

を
除
く
と
後
任
者
が
未
到
官
に
な
っ
た
。
次
に
郷
丞
・
海
西
丞
・
利
成
長
・
武
陽

侯
家
丞
・
況
其
巴
丞
・
蘭
旗
侯
国
左
尉
・
蘭
旗
侯
国
右
尉
・
建
郷
侯
国
丞
は
、
以

前
か
ら
欠
員
(
未
到
官
を
含
む
)
の
状
態
だ
っ
た
。
そ
の
う
ち
郷
丞
か
ら
武
陽
侯
家

丞
ま
で
の
四
つ
の
長
吏
に
は
、
欠
員
の
補
充
ま
た
は
未
到
官
長
吏
の
着
任
が
あ
り
、

一
方
の
況
其
邑
丞
か
ら
建
郷
侯
国
丞
ま
で
の
四
つ
の
長
吏
は
、
欠
員
の
補
充
が
行

わ
れ
な
が
ら
後
任
長
吏
が
着
任
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
長
吏
の
未
到
官
の
状
態
が

続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
か
ら
は
、
両
木
贋
作
成
の
時
間
の
間
隔

が
ど
れ
程
か
は
直
ち
に
は
判
明
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
一
度
の
人
事
異
動
が
行

わ
れ
る
だ
け
の
時
間
差
が
あ
り
、
さ
ら
に
人
事
異
動
に
伴
っ
て
新
た
に
赴
任
し
た

鉄
官
丞
が
着
任
後
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
た
と
え
着
任
直
後
だ

と
し
て
も
、
あ
る
程
度
の
間
隔
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ち
な
み

に
、
前
に
見
た
永
始
一
二
年
の
「
山
陽
亡
徒
」
を
「
捕
格
」
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
昇

進
し
た
長
吏
に
つ
い
て
知
り
た
い
が
、
五
号
木
閣
に
は
彼
ら
に
関
す
る
情
報
は
見

え
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
二
了
四
号
木
贋
の
空
欄
の
長
吏
が
五
号
木
績
で
は
未
到
官
と
さ
れ
、

ま
た
三
・
四
号
木
膿
に
姓
名
が
見
え
る
長
吏
で
五
号
木
膿
で
「
融
」
の
項
目
に

入
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
長
吏
の
動
向
を
中
央
へ
報
告
す
る
場
合
、
五
号

木
順
の
情
報
の
み
で
事
足
り
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
一
二
・
四
号
木
閣
に

は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
現
職
に
お
け
る
動
向
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
や
は
り

一
二
・
四
号
木
績
は
、
長
吏
の
考
課
と
は
直
接
関
連
せ
ず
、
墓
主
が
郡
の
功
曹
と
し

八

て
管
轄
下
の
長
吏
を
把
握
し
、
そ
れ
に
各
県
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
長
吏
に
関
す
る
情

報
を
加
え
て
五
号
木
績
の
よ
う
な
資
料
を
作
成
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
な
っ
た

と
考
え
た
い
。

の
手
一
元
)
に
と
ど
ま
る
文
書
で
あ
り
、

二
了
四
号
木
膿
は
郡
府
(
な
い
し
墓
主

一
方
の
五
号
木
膿
は
中
央
政
府
に
報
告
さ

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、

れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
二
了
四
号
木
績
と
五
号
木
績
の
聞
に
少
な
く
と
も
一

度
の
人
事
異
動
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
'
り
す
れ
ば
、
五
号
木
閣
作
成
以
前
に
同
様
の

文
書
が
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

f、
一、-'

五
号
木
閣
の
作
成
時
期

さ
て
五
号
木
閣
が
郡
府
か
ら
中
央
政
府
へ
報
告
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
毎

年
の
上
計
の
際
に
長
吏
の
考
課
の
資
料
と
し
て
送
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ

う
す
る
と
こ
の
よ
う
な
記
録
は
、

一
年
に
一
度
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
三
一
・
四
号
木
膿
作
成
か
ら
五
号
木
晴
作
成
の
聞
に
、
五
号
木
膿
と
同
様
の
文
書

が
さ
ら
に
作
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
三
一
・
四
号
木
贋
と
五
号
木
膿
の
作
成
間
隔
は
、

二
年
以
上
聞
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
両
種
木
膿
の
長
吏
の
一
致
か
ら
あ
ま
り
大

き
な
間
隔
は
想
定
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
五
号
木
閣
は
、
本
当
に
上
計
に
直
接
関

係
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

紙
屋
氏
に
よ
る
と
五
号
木
績
は
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る
月
日
が
七
月
か
ら
一
二
月
の

間
と
い
う
季
節
的
偏
り
が
あ
り
、
特
に
「
告
」
や
「
寧
」
と
い
っ
た
通
年
的
に
見

ら
れ
る
事
項
も
こ
の
間
に
集
中
す
る
か
ら
、
こ
の
木
臓
の
記
載
は
一
年
を
通
し
た

も
の
で
は
な
い
と
い
う
(
三
五

1
二
一
六
頁
)
。
筆
者
も
こ
の
指
摘
を
支
持
す
る
が
、

こ
れ
に
付
け
加
え
れ
ば
、
以
前
に
検
討
し
た
よ
う
に
五
号
木
膿
に
記
さ
れ
る
月
日

は
、
発
生
順
で
は
な
く
、
各
項
目
ご
と
に
長
吏
の
官
秩
順
に
記
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
よ
う
に
発
生
し
た
事
柄
を
発
生
順
で
は
な
く
別
の
順
序
で
配
列
し
て
い
る
こ
と



自
体
、
こ
の
木
摘
が
長
期
に
わ
た
る
継
続
し
た
記
録
で
は
な
く
一
定
期
間
の
事
柄

を
再
構
成
し
て
ま
と
め
た
も
の
だ
と
い
え
る
し
、
特
に
こ
の
木
臓
の
月
日
に
年
号

が
記
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
こ
の
木
績
が
複
数
年
に
わ
た
る
記
録
で
あ
る
可
能
性
を

排
除
す
る
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
五
号
木
閣
は
あ
る
年
の
七
月
か
ら
翌
年
の
三

月
ま
で
の
記
録
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
九
月
末
を
年
度
末
と
す
る
上
計
と
の
関
連

性
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
あ
え
て
上
計
の
際
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え

る
必
要
も
な
く
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
五
号
木
績
の
作
成
時
期
は
、
そ
の
日
付
の
下
限
で
あ

る
三
月
五
日
の
直
後
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
月
の
途
中
で
区
切
る
の
は
や
や

不
自
然
だ
か
ら
っ
一
月
末
で
ま
と
め
た
と
す
る
と
、
四
月
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ

ぅ
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
四
月
が
ど
の
年
の
も
の
か
で
あ
ろ
う
。
結

論
か
ら
い
え
ば
、
三
一
・
四
号
木
摘
が
作
成
さ
れ
た
(
と
推
測
さ
れ
る
)
翌
年
の
一
冗
延

三
年
で
は
あ
り
得
な
い
。
何
故
な
ら
前
に
触
れ
た
よ
う
に
、
二
了
四
号
木
績
で
空

欄
に
な
っ
て
い
た
海
西
丞
に
、
五
号
木
閣
で
は
周
親
便
と
い
う
人
物
が
就
官
し

「
七
月
七
日
」
に
「
銭
を
斉
服
官
に
輸
」
し
て
い
る
(

E

H

N

)

か
ら
で
あ
る
。

一
二
・
四
号
木
閣
が
元
延
二
年
一

O
月
以
降
に
作
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
七
月

と
は
元
延
三
年
以
降
の
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
五
号
木

墳
の
作
成
時
期
と
考
え
ら
れ
る
四
月
は
、
元
延
四
年
(
前
九
)
以
降
と
な
る
の
で
あ

る
O 

こ
の
結
果
か
ら
二
了
四
号
木
膿
と
五
号
木
閣
の
作
成
間
隔
は
、

一
年
半
と
い
う

結
果
が
出
る
。
た
だ
し
そ
の
間
隔
は
、
も
う
少
し
短
く
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
何

故
な
ら
、
今
ま
で
は
三
・
四
号
木
贋
の
作
成
時
期
を
元
延
二
年
一

O
月
と
考
え
て

き
た
が
、
こ
れ
を
右
に
示
し
た
七
月
七
日
以
前
、
す
な
わ
ち
一
元
延
三
一
年
六
月
末
に
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ま
で
下
げ
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
五
号
木
膿

作
成
ま
で
の
間
隔
は
九
か
月
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
三
・
四
号
木
績

の
作
成
は
一
元
延
二
年
一

O
月
か
ら
翌
年
六
月
ま
で
の
い
つ
か
、
一
方
の
五
号
木
贋

は
元
延
四
年
四
月
以
降
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
前
に
推
測
し

た
墓
主
の
卒
年
に
近
付
き
、
墓
主
が
功
曹
の
ま
ま
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
推
測
が

現
実
味
を
帯
び
て
く
る
。
も
っ
と
も
、
両
種
木
膿
が
墓
主
の
功
曹
就
任
後
に
作
成

さ
れ
た
と
い
う
前
提
が
崩
れ
れ
ば
、
三
・
四
号
木
閣
の
作
成
時
期
は
前
に
検
討
し

最
大
で
鴻
嘉
四
年
(
前
一
七
)
ま
で
、

四
)
ま
で
遡
る
可
能
性
は
あ
る
。

た
よ
う
に
、

少
な
く
と
も
永
始
四
年
(
前
一

し
か
し
両
種
木
清
の
作
成
間
隔
は
、
最
短
で
九

か
月
、
最
長
で
一
年
半
と
い
う
の
が
妥
当
だ
と
考
え
る
。

こ
れ
を
五
号
木
繍
に
見
え
る
「
触
」
と
さ
れ
る
欠
員
の
項
目
を
例
に
と
っ
て
考

え
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
死
亡
七
名
と
免
官
三
名
の
合
計
一

O
名
が
欠
員
状
態

と
な
っ
て
い
る
。
五
号
木
膿
は
九
か
月
間
の
記
録
だ
か
ら
多
少
の
前
後
は
あ
る
と

し
で
も
、
こ
の
一
定
期
間
に
一

O
名
前
後
の
欠
員
が
恒
常
的
に
発
生
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
一

O
名
と
い
う
数
字
は
一
見
多
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
東
海

郡
所
属
の
県
の
長
吏
全
体
(
一
四
五
名
)
か
=
り
す
れ
ば
七
%
弱
に
過
ぎ
な
い
。
し
か

し
い
く
ら
少
な
い
と
い
っ
て
も
、
五
号
木
績
の
記
録
期
聞
を
一
期
と
し
て
そ
れ
が

数
期
続
い
た
と
す
れ
ば
、
の
べ
数
十
名
の
欠
員
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間

に
当
然
欠
員
の
補
充
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
あ
ま
り
繰
り
返
さ
れ
れ
ば
、
三
・

四
号
木
慣
と
五
号
木
臆
と
の
聞
に
見
ら
れ
る
長
吏
の
一
致
率
の
高
さ
が
崩
れ
る
と

考
え
る
。
確
か
に
前
に
見
た
よ
う
に
両
種
木
贋
作
成
の
聞
に
は
、

一
部
の
長
吏
に

つ
い
て
一
度
の
人
事
異
動
が
行
わ
れ
、
そ
の
う
ち
の
一
人
は
着
任
後
に
亡
く
な
っ

て
い
る
が
、
や
は
り
両
種
木
臆
の
作
成
間
隔
は
最
大
で
も
一
年
半
と
い
う
の
が
最

九
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も
現
実
的
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
五
号
木
閣
は
右
に
見
た
よ
う
に
七
月
か
ら
翌
年
の
三
月
ま
で
の
九

か
月
間
の
記
録
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
季
節
で
い
え
ば
秋
か
ら
春
に
当
た
り
、
一
見

す
っ
き
り
す
る
。
と
こ
ろ
が
紙
屋
氏
の
い
う
よ
う
に
、
五
号
木
績
の
よ
う
な
記
録

が
他
に
も
あ
り
、
そ
れ
と
合
わ
せ
て
一
年
を
通
じ
た
も
の
に
な
る
と
考
え
る
(
三

六
頁
)
と
、
残
り
の
木
繍
は
夏
季
三
一
か
月
間
の
み
の
記
録
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
紙
屋
氏
は
、
五
号
木
清
の
記
載
に
は
時
間
的
の
み
な
ら
ず
地
域

的
な
偏
り
も
あ
る
と
し
て
(
二
一
七
頁
)
、
他
の
木
贋
が
三
か
月
間
の
み
の
記
録
だ
っ

た
と
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
五
号
木
贋
に
は
、
二
号
木
膿
に
記

さ
れ
る
塩
官
・
鉄
官
を
含
む
四
三
の
県
の
う
ち
一
二
三
mu
県
名
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
、
紙
屋
氏
の
い
う
よ
う
な
地
域
的
な
偏
り
は
、
筆
者
に
は
見
出
せ
な
い
。
こ
の

よ
う
に
地
域
的
偏
り
が
見
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
紙
屋
氏
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ

る
胸
邑
及
び
況
其
巴
の
み
に
見
え
る
「
上
邑
計
」
(
同
右
)
が
、
本
当
に
一
般
県
の

上
計
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
か
と
の
疑
問
も
涌
く
。
以
前
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、

何
故
邑
の
み
に
上
計
に
関
連
す
る
よ
う
な
「
上
邑
計
」
の
記
事
が
見
え
て
一
般
の

県
に
は
見
え
な
い
の
か
を
、
ま
ず
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
五
号
木
膿
は
、
七
月
か
ら
始
ま
る
九
か
月
間
の
記
録
で
、
九

月
末
を
区
切
り
と
す
る
上
計
と
直
接
関
連
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、

五
号
木
績
の
よ
う
な
記
録
が
他
に
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
と
五
号
木
騰
と
を

合
わ
せ
て
一
年
間
の
記
録
と
な
っ
た
と
見
る
必
要
も
な
い
。
恐
ら
く
こ
の
木
繍
の

九
か
月
と
い
う
記
録
期
間
は
、
任
意
に
設
定
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

紙
屋
氏
が
推
測
す
る
よ
う
に
前
漢
末
の
上
計
年
度
が
七
月
か
ら
翌
年
の
六
月
ま
で

だ
と
す
れ
ば
(
四
三
頁
)
、
上
計
と
の
関
連
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
に
は
右

O 

に
述
べ
た
よ
う
に
残
り
の
記
録
が
何
故
三
か
月
の
み
な
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
し
上
計
に
直
接
関
連
し
な
い
と
い
っ
て
も
、
五
号
木
績
は
一
定
期
間
に
お

け
る
長
吏
の
動
向
を
記
し
た
も
の
だ
か
ら
、
長
吏
の
考
課
に
関
連
す
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
木
膿
は
、
中
央
へ
送
る
長
吏
の
考
課
に
関
す
る

文
書
を
作
成
す
る
た
め
の
前
提
作
業
と
し
て
の
記
録
だ
と
は
い
え
よ
う
。
そ
の
意

味
で
は
、
紙
屋
氏
が
こ
の
木
曜
を
「
集
計
作
業
の
一
過
程
を
し
め
す
下
書
き
と
み

る
べ
き
」
(
三
七
頁
)
と
す
る
こ
と
は
妥
当
だ
と
考
え
る
。

以
上
か
な
り
煩
雑
な
検
討
を
行
っ
た
が
筆
者
は
、
密
接
な
関
係
に
あ
る
二
一
・
四

号
木
履
及
び
五
号
木
贋
は
い
ず
れ
も
、
墓
主
が
功
曹
就
任
後
に
そ
の
職
掌
の
関
連

で
作
成
し
た
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
両
種
木
閣
の
関
係
及
び
性
格
を
ま
と
め
れ
ば

次
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
に
、
三
・
四
号
木
閣
は
、
二
号
木
績
と
同
様
に
基
礎
資

料
と
し
て
管
轄
下
の
全
県
の
情
報
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
長
吏
に
つ
い

て
記
し
た
の
は
五
号
木
膿
の
よ
う
な
文
書
を
作
成
す
る
前
提
作
業
と
し
て
の
意
味

を
持
つ
。
第
二
に
、
五
号
木
閣
は
上
計
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
中

央
に
送
る
長
吏
の
考
課
に
関
す
る
資
料
作
成
の
た
め
の
前
提
作
業
と
し
て
作
成
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
に
、
三
・
四
号
木
績
は
墓
主
の
功
曹
就
任
後
の

元
延
二
年
一

O
月
か
ら
翌
元
延
三
年
六
月
の
聞
に
、
そ
し
て
五
号
木
膚
は
一
元
延
四

年
四
月
以
降
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
に
付
け
加
え
れ
ば
、
一
号
木

順
及
び
二
号
木
順
も
、
こ
れ
に
近
い
時
期
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

お

わ

り

に
ー
ー
今
後
の
展
望
を
兼
ね
て
|
|

最
後
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
コ
一
・
四
号
木
膿
が
二
号
木
膿
と
同
様
の
性



格
を
持
つ
と
い
っ
て
も
、
五
号
木
摘
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
長
吏
の
交
替
が
か
な
り

の
頻
度
で
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
三
・
四
号
木
臓
の
方
も
絶
え
ず
更
新
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
墓
主
の
功
曹
在
職
中
に
も
一
二
・
四

号
木
閣
の
よ
う
な
文
書
が
さ
ら
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
現
実
に

は
三
・
四
号
木
順
し
か
埋
葬
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
墓
主
が
こ
の
木
贋
を
作

成
し
た
の
み
で
亡
く
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
生
存
中
の
記
念
と
し
て
こ
の
木
膚

の
み
を
埋
葬
し
た
の
か
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
三
・
四

号
木
慣
は
、
そ
の
作
成
時
期
と
考
え
ら
れ
る
元
延
二
年
前
後
に
お
け
る
東
海
郡
所

属
の
県
の
長
吏
の
実
態
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
県
の

長
吏
の
昇
進
過
程
に
関
す
る
様
々
な
情
報
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を

分
析
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
前
漢
末
の
成
帝
期
に
お
け
る
長
吏
の
昇
進
過
程
の
一

端
が
明
ら
か
と
な
る
と
も
い
え
よ
う
。

さ
て
本
稿
で
は
、
三
・
四
号
木
贋
か
ら
読
み
取
れ
る
歴
史
的
事
象
に
つ
い
て
の

分
析
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
最
後
に
今
後
の
分
析
の
前
提
と
し
て
、

こ
の
二
枚
の
木
膚
か
ら
読
み
取
れ
る
事
象
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
、
あ
わ
せ
て
展

望
も
示
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
第
一
は
、
こ
の
木
績
に
見
え
る
長
吏
の
出
身
郡
県
が
東
海
郡
近
隣
の
郡
県

に
か
な
り
の
割
合
で
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
す
で
に
陳
勇
氏
に

よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
が
調
べ
た
限
り
で
も
、
例
え
ば
山
陽
郡
が
二

O
名
、
浦
郡
が
一
八
名
と
特
に
目
立
ち
、
し
か
も
汝
南
郡
汝
陰
が
六
名
、
柿
郡
相

県
と
魯
国
魯
県
が
各
五
名
と
い
う
よ
う
に
、
複
数
の
同
一
郡
県
出
身
者
が
東
海
郡

〔
国
)

の
長
吏
に
就
任
し
て
い
る
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
事
象
は
当
然
、
前
漢
後
半

期
に
お
け
る
他
の
郡
国
の
県
の
長
吏
任
用
に
も
当
て
は
ま
る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
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厳
耕
望
・
浜
口
重
国
・
紙
屋
正
和
の
各
氏
が
行
っ
た
県
の
長
吏
の
任
用
に
関
す
る

研
究
を
踏
ま
え
、
こ
の
点
の
議
論
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
こ
の
木
贋
に
見
ら
れ
る
長
吏
は
、
前
職
が
中
央
・
地
方
を
問
わ
ず
そ

の
属
吏
だ
っ
た
者
が
多
く
、
大
庭
惰
氏
や
佐
藤
達
郎
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
な
功
次

に
よ
る
昇
進
の
例
が
目
立
つ
。
た
だ
そ
こ
に
見
え
る
例
は
、
「
以
功
次
遷
」
と
い

う
も
の
よ
り
も
「
以
功
遷
」
と
す
る
例
が
圧
倒
的
に
多
く
、
こ
れ
が
一
つ
の
定
型

句
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
属
吏
出
身
者
の
場
合
で
も
「
以
廉
遷
」
と
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
、
こ
の
「
功
」
と
「
廉
」
と
で
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
、

ま
た
任
用
形
態
の
「
遷
」
と
「
除
」
で
ど
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
の
か
。
察
挙
を

経
ず
に
属
吏
か
ら
長
吏
に
昇
進
す
る
者
の
経
路
に
つ
い
て
、
こ
の
木
贋
に
見
え
る

情
報
に
基
づ
い
て
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

第
三
に
、
功
次
に
よ
る
昇
進
の
例
が
多
い
の
と
は
対
照
的
に
察
挙
に
よ
る
就
官

の
例
は
、
秀
材
三
名
、
方
正
二
名
、
孝
廉
一
名
と
非
常
に
少
な
い
。
し
か
し
こ
れ

は
、
察
挙
制
度
が
官
僚
へ
の
主
要
経
路
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
は
な
い
。
秀
材
(
茂
才
)
や
方
正
は
不
定
期
の
制
科
で
あ
っ
て
直
接
県
の
長
吏

に
就
官
す
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
常
科
の
孝
廉
科
は
基
本
的
に
一

E
郎
官
に
就
官

し
て
か
ら
他
の
官
に
転
出
す
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
木
膿
に
見
え
る
郎
官
出
身
者

〔
出
)

は
孝
廉
科
に
よ
っ
て
就
官
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
属
吏
か
ら
功
次
に
よ
っ
て
長
吏

に
昇
進
す
る
場
合
と
、
察
挙
に
よ
っ
て
他
の
官
に
就
官
し
て
か
ら
長
吏
に
異
動
す

る
場
合
と
、
両
者
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
第
一
の
長
吏
の
任
用
の
問

題
と
も
絡
ん
で
、
コ
了
四
号
木
贋
は
様
々
の
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
考
え

る。
最
後
に
、
こ
の
木
膿
で
筆
者
が
最
も
注
目
し
た
い
の
は
、
長
吏
の
前
職
に
見
え



者
ノ
湾
漢
墓
簡
膿
の
基
礎
的
研
究

(
西
川
利
文
)

る
「
文
学
卒
史
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
郡
の
教
育
関
係
の
属
吏
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
「

O
O大
守
文
学
卒
史
」
と
し
て
、
そ
の
前
に
郡
名

が
記
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
郡
名
が
一
例
を
除
い
て
、
こ
れ
を
前
職
に
持
つ
長
吏
の

出
身
郡
県
と
異
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
郡
の
属
吏
が
「
大
守
卒
史
」
な
ど
と

し
て
郡
名
を
記
さ
な
い
こ
と
か
'
り
す
れ
ば
、
こ
れ
は
例
外
に
属
す
る
。
筆
者
は
、

こ
の
文
学
卒
史
へ
の
任
用
に
つ
い
て
は
、
中
央
政
府
が
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
た

と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
ず
稿
を
改
め
て
検

(
弱
)

討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

以
上
、
筆
者
が
三
・
四
号
木
繍
の
記
載
内
容
を
整
理
し
て
い
て
気
付
い
た
点
で

あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
こ
の
木
贋
の
記
載

内
容
を
整
理
し
て
再
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
、
そ
れ
を
行
う
に
際

し
て
三
・
四
号
木
閣
を
有
効
に
利
用
す
る
た
め
に
、
そ
の
作
成
時
期
を
確
定
し
よ

う
と
し
た
、
も
の
で
あ
る
。

注

(1)
連
雲
港
市
博
物
館
・
東
海
県
博
物
館
・
中
国
社
会
科
学
院
簡
白
巾
研
究
中
心
・

中
国
文
物
研
究
所
編
、
中
華
書
局
。

(2)
連
雲
港
市
博
物
館
(
勝
昭
宗
執
筆
)
「
者
ノ
湾
漢
墓
簡
膿
釈
文
選
L

。
な
お
『
文

物
』
同
号
に
は
、
連
雲
港
市
博
物
館
(
紀
達
凱
・
劉
勤
松
執
筆
)
「
江
蘇
東
海
県

芦
湾
漢
墓
発
掘
簡
報
」
(
以
下
「
発
掘
簡
報
」
と
略
称
)
、
勝
昭
宗
「
晋
ノ
湾
漢
墓

簡
嫡
概
述
」
(
以
下
「
概
述
」
と
略
称
)
も
掲
載
さ
れ
る
。

〈

3
)
長
吏
の
範
鴫
に
つ
い
て
は
「
漢
室
己
巻
一
九
百
官
公
卿
表
上
の
県
に
関
す
る

記
載
を
参
照
。
な
お
以
下
に
お
い
て
は
、
特
に
区
別
す
る
必
要
の
な
い
限
り
、

塩
官
・
鉄
官
も
含
め
て
全
て
県
と
す
る
。

(4)
厳
耕
望
『
中
園
地
方
行
政
制
度
史
』
上
篇
「
秦
漢
地
方
行
政
制
度
」
(
中
央
研

究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、

章
「
籍
貫
限
制
」
参
照
。

(5)
拙
稿
「
丑
ノ
湾
漢
墓
簡
贋
三
・
四
号
木
臓
に
つ
い
て
ー
ー
そ
の
復
元
を
中
心
と

し
て
l
l
i
L
(
『
鷹
陵
史
学
』
二
四
、
一
九
九
八
年
)
。
以
下
、
本
稿
で
は
「
復

元
」
と
略
称
。

(6)
一
号
・
二
号
・
五
号
木
慣
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
漢
代
に
お
け
る
郡

県
の
構
造
に
つ
い
て
1
1
1
ヂ
湾
漢
墓
簡
膿
を
手
が
か
り
と
し
て
|
|
L
(
『
文
学

部
論
集
』
(
偽
教
大
学
文
学
部
)
八
一
、
一
九
九
七
年
)
、
及
び
同
「
タ
湾
漢
墓
簡

臓
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
」
(
『
中
国
出
土
資
料
研
究
会
会
報
』
六
、
一
九
九

七
年
)
を
参
照
。
以
下
、
本
稿
で
は
前
者
を
「
郡
県
の
構
造
L

と
略
称
。

(7)
注
(2)
「
概
述
」
参
照
。

(8)
注
(5)
拙
稿
「
復
元
」
六
九

i
七
五
頁
参
照
。

(9)
注

(2)
「
概
述
」
参
照
。

(
叩
)
『
漢
書
』
成
帝
紀
「
(
永
始
三
年
)
十
二
月
、
山
陽
鉄
官
徒
蘇
令
等
二
百
二
十
八

人
、
攻
殺
長
吏
、
盗
庫
兵
、
自
称
将
軍
、
経
歴
郡
国
十
九
、
殺
東
郡
太
守
・
汝

南
部
尉
。
遺
丞
相
長
史
・
御
史
中
丞
、
持
節
督
趣
逐
捕
。
汝
南
太
守
厳
新
捕
斬

令
等
。
遷
訴
為
大
司
農
、
賜
黄
金
百
斤
」
。

(
日
)
こ
の
三
名
の
出
身
郡
県
は
山
陽
郡
と
は
異
な
る
柿
郡
(
一
名
)
・
南
陽
郡
(
二

名
)
で
あ
り
、
し
か
も
彼
ら
は
地
元
の
属
吏
(
州
従
事
史
・
亭
長
)
だ
っ
た
。
た
だ

右
に
掲
げ
た
『
漢
書
』
成
帝
紀
の
記
事
に
よ
る
と
、
蘇
令
ら
の
反
乱
は
一
九
の

郡
固
に
及
ん
で
い
る
か
ら
、
隣
郡
の
浦
郡
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
都
尉
が
殺
さ

れ
た
汝
南
郡
の
隣
郡
に
当
た
る
南
陽
郡
に
も
当
然
及
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。

(
ロ
)
『
漢
書
』
五
行
志
「
尉
氏
奨
並
等
謀
反
、
殺
陳
留
太
守
厳
普
、
自
称
将
軍
、
山

陽
亡
徒
蘇
令
等
党
与
数
百
人
、
盗
取
庫
兵
、
経
歴
郡
国
四
十
品
師
、
皆
験
年
乃
伏

訴」
o

な
お
、
同
様
の
記
事
は
『
漢
書
』
巻
二
六
天
文
志
に
も
記
さ
れ
る
が
、
こ

こ
で
は
い
つ
鎮
圧
さ
れ
た
か
が
不
明
確
で
あ
る
。

(
日
)
例
え
ば
、
こ
の
乱
を
鎮
圧
し
た
汝
南
太
守
厳
箭
(
注
(
叩
)
参
照
)
は
、
『
漢
書
』

百
官
公
卿
表
下
に
よ
れ
ば
、
永
始
四
年
に
大
司
農
に
遷
っ
て
い
る
。

(H)
注
(2)
「
概
述
」
は
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
作
成
年
代
を
永
始
四
年
あ
る
い

は
や
や
後
と
す
る
が
、
本
稿
は
、
永
始
四
年
を
あ
く
ま
で
作
成
の
上
限
と
考
え
、

一
九
六
一
年
)
第
一

O
章
「
任
遷
途
径
」
及
び
第



実
際
の
作
成
年
代
は
墓
主
の
功
曹
就
任
後
だ
と
考
え
る
(
後
述
)

0

(
日
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
鎌
田
重
雄
「
郡
国
の
上
計
L

(

同
『
秦
漢
政
治
制
度
の

研
究
』
所
収
、
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
六
二
年
。
一
九
四
三

1
四
四
年
初
出
)

を
参
照
。

(
日
)
ゴ
一
・
四
号
木
臓
に
見
え
る
長
吏
の
中
に
も
、
長
期
に
同
一
一
県
の
長
吏
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
博
腸
令
」
か
ら
郊
令
と

な
っ
た
姓
名
未
詳
の
者
(ω
〉

H

H

)

と
、
「
承
郷
侯
行
人
」
か
ら
新
陽
侯
家
丞
に
昇

進
し
た
匡
己
(
主
l
M
H
4
)

の
例
で
あ
る
。
ま
ず
博
陽
は
、
『
漢
書
』
巻
一
八
外
戚

恩
沢
侯
表
に
よ
る
と
、
鴻
嘉
一
元
年
(
前
二

O
)
に
一
般
の
県
か
ら
侯
国
に
変
更
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
承
は
、
『
漢
書
』
巻
一
五
王
子
侯
表
下
に
よ
る
と
鴻
嘉
二
年

(
前
一
九
)
に
侯
国
か
ら
一
般
の
県
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
仮
に
一
二
・
四
号

木
閣
が
永
始
四
年
(
前
二
一
一
)
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
る
と
、
博
陽
令
か
ら
郷
令

と
な
っ
た
者
は
少
な
く
と
も
七
年
前
、
ま
た
匡
己
も
六
年
以
上
前
に
、
そ
れ
ぞ

れ
現
職
に
就
任
し
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
匡
己
の
出
身
県
は
東
海
郡
の

承
で
あ
り
、
長
吏
の
本
籍
地
回
避
制
に
抵
触
す
る
例
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。

な
お
、
上
記
の
県
・
侯
国
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
摩
伯
源
「
《
若
ノ
湾
漢
墓
簡

珊
・
東
海
郡
下
轄
長
吏
名
籍
》
釈
謹
選
」
(
『
中
国
上
古
秦
漢
学
会
通
訊
』
四
、

一
九
九
八
年
)
に
指
摘
が
あ
り
、
承
に
つ
い
て
は
、
周
振
鶴
「
西
漢
地
方
行
政
制

度
的
典
型
実
例
|
|
読
戸
湾
六
号
漢
墓
出
土
木
贋
」
(
『
学
術
月
刊
』
一
九
九
七

年
五
期
)
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
全
体
的
な
郡
・
王
国
、
県
・
侯
国
の
変

遷
に
つ
い
て
は
、
次
の
注
(
日
)
に
掲
げ
る
諸
研
究
を
参
照
。

(
口
)
以
下
の
郡
・
王
国
、
県
・
侯
国
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
王
恢
『
漢
王
国
与
侯

国
之
演
変
」
(
国
立
編
訳
館
中
華
叢
書
編
審
委
員
会
〔
台
湾
〕
、
一
九
八
四
年
)
、

周
振
鶴
『
西
漢
政
区
地
理
』
(
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
)
、
柳
春
藩
『
秦
漢

封
国
食
邑
賜
爵
制
』
(
遼
寧
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
)
を
参
照
。
中
で
も
王

恢
氏
の
著
書
が
参
考
に
な
っ
た
。

(
凶
)
ち
な
み
に
、

g
H
尽
で
は
「
広
陵
郡
全
撤
L

と
な
っ
て
い
る
が
、
地
理
志

に
よ
る
と
全
撤
は
九
江
郡
所
属
の
県
で
あ
り
、
全
淑
が
広
陵
国
(
郡
)
に
所
属
し

た
と
い
う
記
録
は
現
存
の
史
料
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
木
臓

の
作
成
者
の
誤
記
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
九
江
郡
と
広
陵
国
(
郡
)
が
隣
接
し
て

い
る
(
謹
其
嬢
主
編
「
中
国
歴
史
地
図
集
』
二
「
秦
・
西
漢
・
東
漢
時
期
L

地
図

出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
参
照
)
こ
と
か
ら
、
一
時
的
に
全
械
が
広
陵
国
(
郡
)
に

所
属
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
誤
記
で
は
な
く
実
態
を
記
し
て

い
る
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。

(
日
)
桃
に
つ
い
て
は
、
『
漢
書
』
巻
一
五
王
子
侯
表
下
に
「
桃
燭
侯
良
」
の
名
が
見

ぇ
、
彼
は
広
川
穆
王
の
子
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
元
帝
の
初
元
元
年
(
前
四
八
)
三

月
に
封
ぜ
ら
れ
、
孫
の
時
代
ま
で
桃
侯
国
が
続
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

注
(
口
)
王
恢
前
掲
書
は
、
地
理
志
が
「
侯
閏
」
の
注
記
を
落
し
て
い
る
と
す
る

さ
二

O
頁
)
。
な
お
王
子
侯
表
で
は
、
桃
侯
国
の
所
属
が
「
佐
鹿
」
と
さ
れ
る

が
、
こ
れ
は
「
信
都
」
の
誤
り
で
あ
る
(
王
恢
前
掲
書
、
同
右
頁
参
照
)
。

(
却
)
地
理
志
の
行
政
区
分
の
表
記
が
ど
の
時
期
の
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
の

分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
具
体
的
な
考
証
が
必
要
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
一
応

地
理
志
下
の
「
詑
於
孝
平
、
凡
郡
国
一
百
三
、
県
巴
千
三
百
一
十
四
、
道
三
十

二
、
侯
国
二
百
四
十
一
L

と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
二
一
・
四

号
木
捜
が
作
成
さ
れ
た
時
期
の
も
の
で
な
い
こ
と
だ
け
は
確
実
で
あ
る
。

(
紅
)
「
漢
書
』
諸
侯
王
表
・
広
陵
属
王
膏
の
条
に
「
建
始
二
年
、
哀
王
護
嗣
、
十
五

年
(
U
鴻
嘉
四
年
)
莞
、
亡
後
L

及
び
ゴ
克
延
二
年
、
靖
王
守
以
孝
王
子
紹
封
、

十
七
年
莞
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鴻
嘉
四
年
に
一
旦
広
陵
国
が
廃
さ
れ
、
元
延
二

年
に
復
活
し
て
い
る
。

(
幻
)
『
漢
書
』
諸
侯
王
表
・
中
山
孝
王
興
の
条
に
「
建
始
二
年
六
月
乙
亥
、
立
為
信

都
王
、
十
五
年
、
陽
朔
二
年
、
徒
中
山
、
凡
三
十
年
莞
」
、
ま
た
同
表
・
楚
孝
王

抵
の
条
に
「
緩
和
元
年
、
十
一
月
壬
子
、
王
景
以
孝
王
孫
立
為
定
陶
玉
、
奉
恭

王
後
、
三
年
、
建
平
二
年
、
徒
信
都
、
十
三
一
年
、
王
奔
纂
位
、
吃
為
公
、
明
年

廃
L

と
あ
る
よ
う
に
、
信
都
国
は
、
陽
朔
二
年
に
王
の
転
封
に
よ
っ
て
廃
さ
れ

た
後
、
建
平
二
年
に
定
陶
王
の
転
封
に
よ
っ
て
復
活
す
る
。

(
お
)
『
漢
書
」
諸
侯
王
表
・
定
陶
共
王
康
の
条
に
「
永
光
三
年
三
月
、
立
為
済
陽
王
、

八
年
、
徒
山
陽
、
八
年
、
河
平
四
年
四
月
、
徒
定
陶
、
凡
十
九
年
莞
」
及
び

「
陽
朔
三
年
、
王
欣
嗣
、
十
四
年
、
緩
和
元
年
、
為
皇
太
子
」
と
あ
る
よ
う
に
、

河
平
四
年
に
山
陽
王
の
転
封
に
よ
っ
て
定
陶
固
と
な
っ
た
後
、
注
(
盟
)
に
掲
げ

た
楚
孝
王
寓
の
孫
の
景
が
信
都
国
に
転
封
さ
れ
る
建
平
二
年
ま
で
存
続
す
る
。

文
学
部
論
集

第
八
十
三
号
(
一
九
九
九
年
三
月
)



昔
ノ
湾
漢
墓
簡
臓
の
基
礎
的
研
究

(
西
川
利
文
)

(
出
)
『
漢
童
E
外
戚
恩
沢
侯
表
・
営
平
壮
侯
趨
充
国
の
条
に
「
(
越
充
国
)
本
始
一
冗
年

八
月
辛
未
封
、
一
一
十
一
一
年
発
。
甘
露
三
年
、
質
侯
弘
嗣
、
二
十
二
年
莞
。
建
始

四
年
、
考
侯
欽
嗣
、
七
年
売
。
陽
朔
三
年
、
侯
山
今
嗣
、
十
二
年
、
元
延
三
年
、

坐
父
欽
詐
以
長
安
女
子
王
君
侠
子
為
嗣
、
免
」
と
一
連
の
記
事
が
あ
り
、
そ
の

所
属
は
「
済
南
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
『
漢
書
』
巻
六
九
本
伝
に
も
同
様
の
記
載

が
見
ら
れ
、
国
除
の
経
緯
が
や
や
詳
し
く
記
さ
れ
た
上
で
ゴ
元
始
中
、
修
功
臣

後
、
復
封
充
国
曾
孫
仮
為
営
平
侯
」
と
あ
っ
て
平
帝
期
に
復
活
し
て
い
る
。

(
お
)
詳
細
に
つ
い
て
は
、
注

(2)
「
発
掘
簡
報
L

及
び
『
報
告
書
』
所
載
「
芳
湾

漢
墓
発
掘
報
告
」
を
参
照
。

(
お
)
た
だ
し
二
号
木
履
に
は
郡
の
属
吏
と
し
て
功
曹
が
見
え
な
い
か
ら
、
卒
史
と

功
曹
と
が
全
く
別
だ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
不
安
が
残
る
。

な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
執
筆
後
に
出
た
仲
山
茂
「
漢
代
の
援
史
」

(
『
史
林
』
八
一
l
四
、
一
九
九
八
年
)
に
注
目
す
べ
き
指
摘
が
あ
る
。

(
幻
)
こ
の
七
六
本
の
竹
筒
群
は
綴
合
の
結
果
、
紀
年
簡
一
本
を
含
め
て
五
六
本
に

復
元
で
き
、
さ
ら
に
そ
こ
に
配
列
で
き
な
い
零
簡
(
二
本
)
が
あ
る
。
た
だ
本
来

は
日
付
の
簡
だ
け
で
も
五
九
本
あ
っ
た
は
ず
で
、
『
報
告
書
』
釈
文
で
も
六
日
分

が
抜
け
て
い
る
。
釈
文
は
、
日
付
の
簡
に
記
さ
れ
る
干
支
に
基
づ
い
て
復
元
し

た
と
思
わ
れ
、
そ
の
限
り
で
は
問
題
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(
却
)
こ
の
う
ち
前
二
者
に
つ
い
て
は
『
報
告
書
』
所
載
「
ヂ
湾
漢
墓
発
掘
報
告
」

(
一
六
六
頁
)
も
触
れ
る
が
、
最
後
の
「
口
曹
書
佐
」
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。

し
か
し
こ
れ
も
墓
主
の
経
歴
に
関
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

(
却
)
た
だ
し
「
報
告
書
」
釈
文
が
大
月
と
小
月
を
取
り
違
え
て
復
元
し
て
い
る
と

す
れ
ば
、
法
曹
へ
の
就
任
が
八
月
、
口
曹
書
佐
が
七
月
、
功
曹
が
九
月
に
な
る

可
能
性
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
の
功
曹
就
任
は
最
後
に
く
る
こ

と
に
な
る
。

(
初
)
属
吏
の
異
動
を
一
不
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
評
価
が
分
か
れ
る
が
、
『
隷
釈
』
巻

四
所
収
の
「
青
衣
尉
趨
孟
麟
羊
宝
道
碑
」
に
「
青
衣
尉
趨
君
、
故
治
所
書
佐
・

郡
督
郵
、
随
牒
除
到
官
、
六
日
、
郡
召
守
萄
鉄
官
長
、
積
四
月
、
治
状
耕
明
、

従
守
成
都
、
今
復
還
婦
尉
官
」
と
あ
っ
て
、
か
な
り
頻
繁
な
異
動
も
あ
り
得
た
。

こ
の
碑
文
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
浜
口
重
国
「
漢
碑
に
見
え
た
る
守
令
・
守

四

長
・
守
丞
・
守
尉
等
の
官
に
就
い
て
」
(
同
『
秦
漢
惰
唐
史
の
研
究
』
下
巻
所
収
、

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
。
一
九
四
三
年
初
出
)
、
大
庭
僑
「
漢
の
官
吏

の
兼
任
L

(

同
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
所
収
、
創
文
社
、
一
九
八
一
一
年
。
一
九

五
七
年
初
出
)
、
及
び
佐
藤
達
郎
「
尚
書
の
鐙
衡
の
成
立
!
l漢
代
に
お
け
る

「
選
挙
」
の
再
検
討
|
|
」
(
『
史
林
』
七
八
四
、
一
九
九
五
年
)
を
参
照
。

(
泊
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注

(4)
厳
耕
望
前
掲
書
、
第
二
章
「
郡
府
組
織
」
(
一

一
七

i
一
一
八
頁
)
を
参
照
。

(
辺
)
一
一
号
木
膚
が
記
す
内
容
の
年
代
確
定
に
つ
い
て
は
、
注

(2)
「
概
述
L

及

び
『
報
告
書
』
「
前
言
」
を
参
照
。
ま
た
『
報
告
書
』
所
載
「
芦
湾
漢
墓
発
掘
報

告
」
は
、
こ
の
二
号
木
膿
な
ど
か
ら
六
号
墓
の
埋
葬
年
代
の
上
限
を
一
冗
延
三

年
と
す
る
(
一
六
六
頁
)

0

(
お
)
六
号
木
績
が
郡
府
の
兵
車
器
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
地
位
は
軍

事
関
係
の
属
吏
の
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
注
(
担
)
厳
耕
望
「
郡
府
組
織
」
(
一

三
五
頁
)
に
よ
っ
て
軍
事
関
係
の
郡
の
属
吏
と
さ
れ
る
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
兵

曹
・
兵
馬
嫁
・
監
軍
援
・
尉
曹
な
ど
が
あ
る
。

(
泊
)
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
永
始
四
年
の
紀
年
を
持
つ
六
号
木
績
は
、
墓
主
の

作
成
し
た
も
の
で
は
な
く
、
功
曹
就
任
後
に
郡
府
に
残
っ
て
い
た
も
の
を
入
手

し
、
例
え
ば
六
号
木
績
と
同
様
の
文
書
を
作
成
す
る
際
の
参
考
に
し
た
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
が
埋
葬
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

(
お
)
こ
の
よ
う
な
情
報
と
し
て
は
例
え
ば
、
居
延
漢
簡
に
見
え
る
「
遷
補
牒
し
ゃ
、

官
吏
個
人
の
諸
資
格
が
記
さ
れ
る
「
官
簿
L

の
類
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
遷
補

牒
」
に
つ
い
て
は
、
大
庭
惰
「
「
建
武
五
年
遷
補
牒
L

と
功
労
文
書
」
(
同
『
漢

簡
研
究
』
所
収
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
二
年
〕
な
ど
を
参
照
。
ま
た
「
官
簿
」

に
つ
い
て
は
、
注
(
初
)
佐
藤
前
掲
論
文
、
及
び
同
「
漢
代
察
挙
制
度
の
位
置

|
|
特
に
考
課
と
の
関
連
で
|
|
」
(
「
史
林
』
七
九
六
、
一
九
九
六
年
)
を
参

照。

(
お
)
紙
屋
正
和
「
若
ノ
湾
漢
墓
簡
膿
と
上
計
・
考
課
制
度
」
(
『
福
岡
大
学
人
文
論
叢
』

二
九
二
、
一
九
九
七
年
〉
参
照
。
以
下
、
こ
の
紙
屋
論
文
を
参
照
す
る
場
合
、

そ
の
該
当
頁
数
で
表
示
す
る
。

(
幻
)
注

(6)拙
稿
「
郡
県
の
構
造
」

一
四
頁
参
照
。
な
お
拙
稿
「
郡
県
の
構
造
」



で
は
二
号
木
績
を
上
計
と
の
関
連
で
考
え
た
が
、
注

(5)
拙
稿
「
復
元
」
の
注

(
同
)
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
現
在
で
は
上
計
と
の
関
連
を
あ
ま
り
強
調
す
べ
き

で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
認
識
に
立
っ
て
次
に
本
文
で
述
べ

る
よ
う
に
、
二
号
木
摘
も
三
・
四
号
木
績
と
同
様
に
基
本
的
に
上
計
と
は
関
係

な
く
、
墓
主
の
功
曹
と
し
て
の
職
務
上
、
管
轄
下
の
全
県
の
情
報
を
ま
と
め
た

も
の
だ
と
考
え
て
お
く
。

(
お
)
注

(5)拙
稿
「
復
一
冗
」
六
五
頁
参
照
。

(
ぬ
)
具
体
的
に
は
、
注

(5)拙
稿
「
復
元
」
に
掲
げ
た
五
号
木
慣
の
釈
文
(
六
一

1

六
四
頁
)
で
、
略
号
の
下
に
×
を
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

(ω)
注

(5)
拙
稿
「
復
元
」
六
六
頁
参
照
。

(
但
)
そ
の
他
、
開
陽
長
(ω

』

F

N

H

∞
)
・
平
曲
侯
国
相
(ω
回
lω

巴
・
良
成
侯
家
丞
(
主
l

日
目
)
な
ど
文
字
が
見
え
な
い
箇
所
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
木
績
の
左
右
両
端
に

当
た
り
、
長
吏
に
関
す
る
記
載
だ
け
で
な
く
県
名
も
消
え
て
判
読
で
き
な
い
の

で
、
本
来
そ
こ
が
空
欄
と
な
っ
て
い
た
か
判
断
で
き
な
い
。
ま
た
蘭
陵
右
尉
に

当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
Q
h
l
M
l
H
)
の
よ
う
に
、
写
真
を
見
て
も
ほ
と
ん
ど

文
字
が
読
み
取
れ
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
長
吏
の
姓
名
な
ど
の
記
載
に
当
た
る

箇
所
に
若
干
で
も
筆
跡
ら
し
き
も
の
が
見
え
る
場
合
は
、
そ
こ
に
長
吏
に
関
す

る
記
載
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
た
。

(
必
)
上
計
の
基
本
的
事
項
に
関
し
て
は
、
注
(
日
)
鎌
田
前
掲
論
文
、
及
び
注

(4)

厳
耕
望
前
掲
書
、
第
八
章
「
上
計
L

を
参
照
。

(
刊
日
)
注

(5)拙
稿
「
復
元
」
六
四
頁
参
照
。

(
M
H
)

例
え
ば
『
続
漢
書
』
百
官
志
五
・
郡
国
の
条
の
劉
昭
注
に
引
く
虚
植
『
礼
注
』

に
「
計
断
九
月
、
因
秦
以
十
月
為
正
故
L

と
あ
る
。

(
ぬ
)
注

(6)拙
稿
「
郡
県
の
構
造
」
で
は
、
長
吏
の
考
課
に
関
連
す
る
五
号
木
贋

が
、
そ
の
ま
ま
上
計
の
際
に
中
央
に
送
ら
れ
る
と
考
え
た
(
「
郡
県
の
構
造
」
の

注
(
凶
)
参
照
)
が
、
本
稿
の
よ
う
に
そ
れ
は
、
上
計
に
関
連
す
る
と
し
て
も
、
上

計
簿
作
成
の
前
提
作
業
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
訂
正
し
た

い
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
注

(5)拙
稿
「
復
元
」
の
注
(
包
)
も
参
照
。

(
羽
)
た
だ
し
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
広
陵
の
郡
か
ら
王
国
へ
の
変
更
が
一
瓦
延
一
一

年
四
月
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
三
・
四
号
木
壊
の
作
成
時
期
を
墓
主
の
功
曹

就
任
後
と
考
え
た
場
合
、
あ
ま
り
下
げ
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
恐
ら
く

こ
こ
で
述
べ
た
元
延
コ
一
年
六
月
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
墓
主
の
功
曹
就
任
以
前
に
、
こ
の
木
贋
が
作
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
あ

る
年
の
六
月
に
ま
で
下
げ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
三
・
四
号
木

膚
と
五
号
木
膚
の
作
成
間
隔
の
最
短
時
間
の
指
標
と
し
て
六
月
を
出
し
た
。

(
灯
)
拙
稿
「
復
元
」
の
注
(
叩
)
参
照
。

(
川
崎
)
本
稿
で
は
一
応
こ
の
よ
う
に
考
え
た
が
、
五
号
木
贋
に
見
え
る
月
日
の
数
字

の
う
ち
、
「
釈
文
選
」
や
『
報
告
書
』
の
釈
文
で
「
七
」
と
釈
読
さ
れ
て
い
る
部

分
を
「
十
」
と
読
み
替
え
れ
ば
、
五
号
木
履
の
記
録
期
間
の
評
価
が
違
っ
た
も

の
に
な
る
と
考
え
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
簡
臓
な
ど
に
記
さ
れ
る
「
七
」
と

「
十
」
は
見
分
け
に
く
い
場
合
が
多
く
、
五
号
木
膚
の
数
字
も
「
七
L

か
「
十
」

か
、
筆
者
に
は
判
断
で
き
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
「
七
」
と
釈
読
さ
れ
る
文
字
を

「
十
」
だ
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
木
繍
に
記
さ
れ
る
日
付
の
上
限
は
八
月
一
九
日
と

な
り
、
あ
る
程
度
合
理
的
に
説
明
で
き
る
と
考
え
る
。

こ
こ
で
は
詳
し
く
は
述
べ
ら
れ
な
い
が
、
ま
ず
五
号
木
嶋
の
下
限
が
コ
一
月
で

区
切
ら
れ
る
の
は
、
『
続
漢
書
」
百
官
志
五
に
見
ら
れ
る
「
春
行
」
と
関
係
が
あ

り
そ
う
で
あ
る
。
一
方
、
八
月
が
上
限
と
な
る
の
は
、
や
は
り
同
右
百
官
志
五

に
見
え
る
案
比
・
都
試
・
刺
史
に
よ
る
郡
国
巡
行
と
関
連
す
る
と
も
考
え
ら
れ

る
。
な
お
八
月
に
関
す
る
情
報
は
い
ず
れ
も
「
告
」
「
寧
」
と
い
っ
た
い
わ
ば
不

測
の
事
態
で
あ
り
、
そ
の
報
告
が
期
限
に
遅
れ
た
と
す
れ
ば
、
九
月
以
降
の
記

録
に
ず
れ
込
む
こ
と
も
あ
り
得
る
。
と
す
れ
ば
五
号
木
臓
は
、
あ
る
年
の
九
月

か
ら
翌
年
の
三
月
の
記
録
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
計

の
年
度
で
い
え
ば
ほ
ぼ
上
半
期
(
七
か
月
)
に
当
た
り
、
五
号
木
膿
と
同
様
の
記

録
が
他
に
存
在
し
て
、
そ
れ
が
下
半
期
(
五
か
月
)
を
記
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

上
計
と
あ
る
程
度
の
整
合
性
を
も
っ
て
理
解
で
き
る
。

し
か
し
こ
れ
を
い
う
た
め
に
は
、
九
月
か
ら
一
定
期
間
を
記
録
し
た
も
の
が

存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
新
旧
の
居
延
漢
簡
を
見
て
も
、
そ
の
例
が
見

つ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
右
に
示
し
た
解
釈
を
梼
踏
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

(
必
)
陳
勇
(
西
川
利
文
訳
)
「
昔
ノ
湾
漢
墓
簡
膿
研
究
」
(
「
日
本
秦
漢
史
研
究
会
会
報
』

文
学
部
論
集

第
八
十
三
号
(
一
九
九
九
年
三
月
)

五



者
ノ
湾
漢
墓
簡
臓
の
基
礎
的
研
究

(
西
川
利
文
)

一
六
、
一
九
九
八
年
)
参
照
。
な
お
詳
細
は
、
一
九
九
七
年
一
一
月
一

O
日
に
明

治
大
学
で
行
わ
れ
た
第
九
回
日
本
秦
漢
史
研
究
会
大
会
に
お
け
る
陳
勇
氏
の
報

告
で
な
さ
れ
た
。

(
叩
)
三
・
四
号
木
閣
に
は
、
一
例
で
は
あ
る
が
東
海
郡
出
身
の
長
吏
の
例
(
念
日

-
4
)

が
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
(
日
)
参
照
。

(
日
)
注

(4)
厳
耕
望
前
掲
曹
、
第
一

O
章
「
任
遷
途
径
」
及
び
第
二
章
「
籍
貫

限
制
」
、
浜
口
重
国
「
漢
代
に
於
け
る
地
方
官
の
任
用
と
本
籍
地
と
の
関
係
」

(
注
(
初
)
浜
口
前
掲
書
、
下
巻
所
収
。
一
九
四
二
年
初
出
)
、
紙
屋
正
和
「
前
漢

時
代
に
お
け
る
県
の
長
吏
の
任
用
形
態
の
変
遷
に
つ
い
て
」
(
『
福
岡
大
学
人
文

論
叢
』
一
八
l

一
、
一
九
八
六
年
)
参
照
。

〈
回
)
大
庭
惰
「
漢
代
に
お
け
る
功
次
に
よ
る
昇
進
」
(
注
(
初
)
大
庭
前
掲
書
所
収
。

一
九
五
コ
一
年
初
出
)
、
及
び
注
(
初
)
(
お
)
の
佐
藤
前
掲
論
文
、
同
「
漢
代
官
吏
の

考
課
と
昇
進
|
|
功
次
に
よ
る
昇
進
を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
『
古
代
文
化
』
四

八
l
九
、
一
九
九
六
年
)
参
照
。

(
臼
)
最
近
、
二
一
・
四
号
木
繍
を
使
っ
た
こ
の
点
の
研
究
と
し
て
、
注
(
日
山
)
彦
伯
源

前
掲
論
文
、
及
び
同
「
漢
代
仕
進
制
度
新
考
(
簡
編
)
1
1
6
《
戸
湾
漢
墓
簡
膚
》

研
究
之
三
(
上
・
下
)
」
(
「
大
陸
雑
誌
』
九
六
1
四
・
五
、
一
九
九
八
年
)
が
出
て

い
る
。

(
臼
)
察
挙
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
福
井
重
雅
「
漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究
』

(
創
文
社
、
一
九
八
八
年
)
を
参
照
。

(
日
)
=
一
・
四
号
木
績
に
見
え
る
郎
官
(
侍
郎
・
郎
中
・
郎
中
騎
)
出
身
者
は
全
部
で

一
O
名
で
あ
る
(
「
庇
秩
郎
中
」
と
さ
れ
る
者
一
名
を
含
む
)
。

(
同
)
敢
え
て
い
え
ば
、
こ
の
「
文
学
卒
史
L

は
博
土
弟
子
制
度
(
射
策
科
)
ま
た
は

明
経
科
と
の
関
連
で
検
討
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
な
お
、
注
(
日
)
(
日
)
に
掲
げ

た
摩
伯
源
氏
の
前
掲
一
一
論
文
で
も
文
学
卒
史
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
こ

こ
で
提
示
し
た
観
点
と
は
異
な
る
。

と
こ
ろ
で
佐
藤
達
郎
氏
は
、
注
(
お
〉
に
掲
げ
た
「
漢
代
察
挙
制
度
の
位
置
」

で
、
拙
稿
「
漢
代
明
経
考
L

(

『
東
洋
史
研
究
」
五
四
四
、
一
九
九
六
年
)
に
お

け
る
明
経
科
の
問
題
に
つ
い
て
、
「
以
明
経
為
郡
文
学
」
(
『
漢
書
』
巻
七
七
諸
葛

豊
伝
)
と
「
建
武
初
、
挙
明
経
、
補
弘
農
文
学
L

(

『
後
漢
書
』
伝
六
九
儒
林
伝
下

ム/、

張
玄
伝
)
の
場
合
で
ど
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
の
か
と
疑
問
を
呈
す
る
(
六

O
頁)。

筆
者
は
決
し
て
「
以
」
と
「
挙
L

の
違
い
の
み
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
少
な
く
と
も
張
玄
は
河
内
郡
出
身
で
あ
っ
て
弘
農
郡
出
身
で
は
な
い
こ
と

も
視
野
に
入
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
張
玄
の
例
は
、
三
・
四
号
木
績
に
見
え
る

「
文
学
卒
史
」
と
同
様
の
任
用
方
法
に
よ
っ
て
、
出
身
郡
と
は
異
な
る
「
弘
農
文

学
」
に
任
用
さ
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
任
用
方
法
と
は
、
制
科
と
し

て
の
明
経
科
だ
と
考
え
る
。
詳
細
は
、
次
稿
で
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
日
)
本
稿
執
筆
後
、
芦
湾
漢
墓
筒
閣
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
研
究
と
し
て
、
彦
伯

源
『
簡
膿
与
制
度
l
l昔
ノ
湾
漢
墓
簡
属
官
文
書
考
証
』
(
文
津
出
版
社
、
一
九
九

八
年
)
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
、
前
に
掲
げ
た
以
外
の
論
文
も
掲
載
さ
れ
て

い
る
が
、
本
稿
で
は
利
用
で
き
な
か
っ
た
。

付
記

本
稿
は
、
平
成
九
・
一

0
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
助
成
金
奨
励
研
究
(
A
)
に
基

づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(
に
し
か
わ

と
し
ふ
み

史
学
科
)

一
九
九
八
年
一

O
月
一
四
日
受
理


